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“EPO data in depth”－特許情報ニュースの新たな補足版－のご紹介 

 18 年目を迎えた「特許情報ニュース（Patent Information News）」は、欧州特許情報の最新の動向を 

読者にお届けする、手軽で読み易い記事を中心に扱う出版物として発展してきました。 

 一方、より詳細な記事を求める

読者もいるため、数年前に、ニュ

ースレター、「INPADOC 特許ニュ

ース（INPADOC patentnews）」が

創設されました。このニュースレタ

ーでは、EPO データベース、また

そこで扱われることになるデータ

を生み出す特許システムについ

ての深く掘り下げた情報を提供し

ています。 
 
2 つのニュースレターを 1 つに 
 特 許 情 報 ニ ュ ー ス (Patent 
Information News)と INPADOC

特 許 ニ ュ ー ス (INPADOC 
patentnews)の編集者は、２つの

出版物が共により近づきあうよう

な、特許情報ニュースの補足版

「EPO data in depth」を新たに創

設することとしました。 
 
 「EPO data in depth」は、先行す

る２つのニュースレター同様、

EPO の周辺のデータの最新の動

向に焦点を合わせ、世界の特許

システムがどのように動いている

か、そしてデータがどのように生

まれるのか、理解をしやすくする

手掛かりを提供することを中心に

扱っていきます。 
 
 両方の編集チームはともに、こ

れら 2種の出版物がより幅広い読

者に届けられること、大きな展望

と深い知識が組み合わされ、より

包括的にニュースを取り扱うこと

ができることを信じています。 
 
 「EPO data in depth」は、英語で

出版され、季刊の特許情報ニュ

ースと一緒に、年に 1 回か 2 回発

行されます。 
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 特許の専門家にとって、出版物の発行日を知ることは、大変

重要なことです。特にその出版物が特許審査手続で新規性を欠

如させるものとなりうる場合にはなおさらです。2007 年の初

め、EPO 審判 T1134/061
の審決において、インターネット出版

物の信頼性についての疑念に焦点が当てられ、特許法に関わる

人々に大きな論議を引き起こしました。 
 手続きの一貫性を確保するため、EPO は現在、全ての審査官

に対して指針を出し、インターネットからの引用に関する問題

を取り上げている Official Journal2
に情報を発表しています。 

 
インターネットでの開示 
 
 原則として、欧州特許条約の第 54 条(2)及び特許協力条約の

第 33 条(2)によれば、インターネット上での開示も、最新技術

を形成するものとされています。例えばソフトウェア製品又は

寿命期間の短い他の製品のオンラインマニュアル、手引き書の

ようなインターネット上でしか入手できない情報があります。 
 （例えばパスワードによる保護により）限られた人々にアク

セスを制限しても、アクセスするための支払いを求めたとして

も、最新技術を形成しないものとなることはありません。 
 
立証基準 
 
 インターネットの文献が出願又は特許に引用される際、特許

性に関する決定のほとんどにおいて、立証の基準として可能性

の衡量を行います。この基準に準じれば、主張されている事実

（例えば、発行日）を単にその可能性がある、というだけでは

十分ではなく、確かであることを審査部に納得させる必要があ

ります。しかし、通常感じられる疑念を超えるほどの（「徹底

的な」）立証は要求されていません。 
 多くの場合、インターネットでの開示においても明白な公開

日を有しており、大抵は信頼性があるものとされ、またそうで

ない場合はその証明責任は出願人側にあります。審査官が、可

能性の衡量により、その文献がある日に公知にされたと結論付

ければ、その日付が審査上の発行日となります。 
 
立証責任 
 
 審査官による拒絶には必ず理由と裏付けが必要とされるこ

とに鑑みれば、可能性からみて、拒絶は根拠の確かなものです。

そして、その拒絶に対する反証の立証責任は出願人側に移りま

す。審査官は、主張されたインターネット公開日に呈された疑

問に対する出願人からのどのような弁明についても考慮しな

くてはなりません。しかし、インターネット開示を信頼できる

かできないかという一般論の陳述はあまり重視はされず、審査

官の意見が揺らぐ可能性はまずないでしょう。 
 
 

様々なインターネット開示の信頼性 
 
技術雑誌 
 学術的な出版社のオンライン技術雑誌は特に重要で、これら

の信頼性は従来の紙の雑誌と同じであり、信頼性は非常に高い

ものです。ただし、雑誌記事のインターネット公表の日付は、

対応する紙での出版日よりも早い場合があり、出版予定日前に

インターネット上に原稿を公表する雑誌もあることに注意し

てください。紙の出版物ではその原稿が許可されない場合、出

版予定日前に公表されたものがその内容についての唯一の開

示となる場合があります。 
 
印刷出版物と同等の他の出版物 
 新聞、定期刊行物、並びにテレビ及びラジオ局は一般に、信

頼性があると考えられる出版日を提供しています。学術機関、

国際機関、公的機関及び標準化機構も、典型的にはこの分類に

当てはまります。一部の大学では、著者が研究結果を学会又は

雑誌に公表する前に電子形態で提出する、いわゆる学術情報リ

ポジトリ（e-print archives）を行っています。この中には他で

は全く公開されることがないものもあります。 
 
これまでになかった出版物 
 Usenet ディスカッショングループ、ブログ、メールリストの

Ｅメール保存記録又はウィキページのような供給源からの文

献も従来技術を構成しますが、これらの公表日を確立するのは

一層困難な場合があり、信頼性が一様でないことがあります。

コンピューターが作成するタイムスタンプや、よく用いられる

「最終更新」の日付は、信頼できる公表日として通常考えるこ

とができます。 
 
日付が不正確、もしくは全くない開示 
 インターネット開示の公表日について確信が持てない場合

は、インターネット記録サービス（例えば、www.archive.org）
から更なる証拠を得られる場合もあります。このサービスは完

全なものではありませんが、記録されたデータの信憑性を損な

うものではなく、また情報の精度についていえば法的放棄文書

を日常的に扱っているわけでもありません。 
 
 最終的に公表日が確定できない場合には、開示物を先行技術

として審査目的で使用できません。しかし、開示物は出願人又

は公共の利益になり得ると審査官が判断した場合には、出版物

を（「L」文献として）調査報告書に引用することを選択する場

合があります。これにより、開示物は EPO データベースに確

実に保存されるので、抽出日を出版日として、今後の出版物と

対照して検索し、引用することができます。 

インターネットからの引用に対する EPO の実践 

 特許サーチャーは最先端の技術を調べることを必要とされ、ときにそれがインターネット上の資料であることが

あります。しかし、インターネットは、記事の発行日がいつであるか、あるいはその日付から内容に修正が加えら

れているかが必ずしも明らかであるとは限らない点で、やや特殊な出版媒体です。 

特許調査における特許法 

1) http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t061134eu1.htm 
2) www.european-patent-office.org/epo/pubs/oj009/08_09_09/08_4569.pdf 
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欧州における EPO のアジアヘルプデスク 

 今回の特許情報ニュースの 8 頁と 9 頁の記事は、韓国の特許文献の複雑な番号システ

ムについて記載しています。編集者がこのトピックに 2 頁全てを割くと判断したことは、

特にアジアの特許情報に関して、特許情報の分野がいかに複雑であるかを示しています。

そこで、EPO のアジアヘルプデスクの出番です。 

 彼らの目的は、欧州のユーザ

ーにとってアジアの特許情報を

身近でわかりやすいものにする、

という非常にシンプルなもので

す。 
 
 アジアのグループは、日本、中

国、韓国の特許情報に関する比

類ない専門知識を提供する特有

のサービスだと思います。彼らが

長年に渡り高い評価を得てきた

のは、チーム内で主題について

の深い知識を構築し、かつそれ

を簡明で理解し易い方法でユー

ザーに伝えていることにありま

す。 
 

 このグループは今年拡張して、

現在いる日本語及び中国語の話

し手に加えて、韓国語を話せる

人も加わりました。さらに、近年

は、インドの特許情報を十分に理

解するように鋭意努力していま

す。 
 
 欧州における革新的な活動を

支援することは、EPO の活動の一

つです。多くの企業が、アジアと

は競争関係にあり、相手がどのよ

うなことをしているか理解する必

要があると考えています。アジア

市場に投資することを望み、その

地域に存在する特許について知

る必要があると考えている企業は

たくさんあります。そこで、EPO の

アジアヘルプデスクは、アジアの

特許情報を使用したいと考えるあ

らゆる人をサポートし、情報の背

後にある特許制度を説明し、アジ

アの特許データを最大限に活用

するために利用できるツールの

理解を提供しています。 
 
 戦略的なレベルで、EPO は、日

本、中国、韓国と頻繁に接触して

います。ここでも、組織内でのア

ジアの専門知識は必要不可欠で

あり、欧州ユーザーの必要性を

念頭において、特許情報事項を

検討するようにしています。 

特許情報（patent information）から特許知能（patent intelligence）への移行 

 今年の EPO 特許情報会議に

おいて、EPO がユーザーからの

意見を求めているトピックの 1
つは、「特許知能」です。 
 
 EPO は、特許情報を収集して

配信することにおいて豊富な

経験がありますが、技術が進歩

し、ユーザーの期待が変化して

いるので、従来の「狩猟採集民」

方式での情報収集以上のやり

方を考え始めるべきであり、ま

た考え始めることができると

我々は強く認識しています。人

類の進化において多くのこと

が起こってきましたが、我々

は、更に進化した情報伝達ツー

ルやシステムの使用に関心を

向けなければなりません。しか

し、前に進む道の見通しは全く

分かりません。 
 
 現在分かっている主要な概

念をイラストで示しますが、例

えば Rich Internet Technologies

に基づくツールは、現在、改良

した試作品段階にあります。次

回の特許情報会議で特許情報

ユーザーから収集したいこと

は、採用する必要がある方針を

より良く理解し易いものへと

導いてくれる意見や指摘です。 
 
 会議に出席する予定があり、

特許情報／知能の今後につい

てご意見がある方は、予定され

る議論の場又は EPO の席で、

ご意見を伺いたいと思います。 

 

論説 

政策事項 

 

 
Richard Flammer 

特許情報主席部長 
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ESPACE の 3 製品の 

差替え 

 GPI-Global Patent Index は、

EPO の長年にわたる ESPACE 
ACCESS 、 FIRST and 
ACCESS-EPC シリーズに代わる新

たなオンライン製品であり、あらゆ

る範囲の新たな検索の可能性を

提供します。 
 
 MIMOSA 検索ソフトを備え、GPI
は以下の主な特徴を提供しま

す。 
－MIMOSA の検索能力を兼ね備

えた、esp@cenet で使用され

るデータ 
－さらに検索可能で分かり易い、

データの詳細な索引付け 
－約 100 の異なる検索基準 
－毎週のオンラインアップデート 
－検索クエリーを保存して再使

用するためのクエリー管理 
 
 GPIは、全世界の技術水準の調

査及び特許監視のツールとして

設計されています。 
 
 2010 年 1 月から、GPI は 1 パス

ワードあたり年間 710 ユーロの費

用 が か か り ま す 。 ESPACE 
ACCESS 、 FIRST and 
ACCESS-EPC は中止します。 
 
 GPI についての更なる情報は、

www.epo.org/gpi を参照してくだ

さい。 

 EPO は、最も古い製品の製造

を停止する予定です。 
 
 ESPACE WORLD は 1990 年に

発売され、デジタル版の PCT 国

際特許出願公開を初めて多く

のユーザーに届けた先駆的存

在でした。1 メートルの棚のス

ペースを、たった 1 枚の

CD-ROM に代えることができ

ました。10 年後、CD-ROM は

製品ニュース 

DVD に代わりました。しかし今

や、インターネットを介した信

頼できる迅速な特許文献への

ア ク セ ス が で き る た め 、

ESPACE WORLD の終わりが来

ているのです。 
 
 利用者には、ESPACE WORLD
の製造が今年の末に停止され

ることを既に報告してありま

す。 

2010 年末に 

ESPACE WORLD の製造停止 

 2003 年に導入された Open 
Patent Services （ OPS ）は、

esp@cenet と同じデータにア

クセスするウェブサービスで

すが、機械同士の情報伝達を考

慮して、人専用の esp@cenet
サービスからより特定のプラ

ットフォームに、自動（ロボッ

ト）アクセスを移行させること

ができます。 
 
 EPO は、完全に改訂して機能

を拡張した OPS（バージョン 2）
を 2008 年に発売し、現在、旧

バージョン 1 を使用中止にする

準備をしています。OPS v.2 の

最近のメンテナンスリリース

と 2009 年の第 2 四半期の技術

文書化の完了にともない、EPO
は、旧 OPS v.1 に全面的に代わ

る信頼できる完全なサービス

を提供する立場にあります。

OPS v.2 への移行を促進するた

めに、EPO は、2009 年 11 月末

まで OPS v.1 の運用を続けま

す。 
 
 OPS v.1 の更なる延長は予定

しておらず、サービスが中断さ

れないよう、できるだけ早く新

たなバージョン 2に移行するこ

とをユーザーに推奨していま

す。 
 

 詳 細 に つ い て は 、

http://ops.epo.org にアクセスす

るか、ops@epo.org までメール

をお送りください。 

OPS v.1 が 2009 年 11 月に終了 

公報コーナー 

 
「公報コーナー」は Patent Information News の定期的な記事で、EPO 公報につ

いての統計と一般情報を読者に提供します。 

■ EP-A1: サーチレポート付きで公表された欧州特許出願 

■ EP-A2: サーチレポートなしで公表された欧州特許出願 

■ EP-A3: 欧州サーチレポート 

■ EP-B1: 欧州特許明細書 

■ EP-B2: 補正された欧州特許明細書 

注記：表には、PCT ルート経由で出願された欧州特許出願（欧州特許 PCT 出

願）の統計は含まれていません。これらは WIPO により公開されており、英語、

フランス語、ドイツ語以外の言語でない限り、EPO では入手できません。現

在、全欧州特許出願の約 70% がユーロ PCT 出願です。 

欧州特許公報 2009年1月～9月 

 2009年の 

週平均 

2009年1～9月

の合計 

2008年との

対比 

EP-A公報 

 EP-A1 849 33,097 6.5% 

 EP-A2 403 15,711 -7.3% 

 EP-A1 + A2の合計 1,251 48,808 1.6% 

 A1+A2の合計に占める 

 EP-A1の割合 
67.8% 4.8% 

 EP-A3 338 13,794 4.5% 

EP-B公報 

 EP-B1+B2 1026 40,003 -10.0% 

 

 
3 つの製品が 2009 年末には GPI に差し替えられます。 
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REGISTER PLUS の新たな URL 

REGISTER PLUS 

 Register Plus を誰が使用し、

なぜユーザーの履歴に全く新

しい兆候が残されたのかを解

明するため、EPO は去年の夏に

オンライン調査を実施し、その

結果、ユーザーコミュニティー

が、予め予想していたよりもは

るかに多様であることが明ら

かになりました。この情報によ

り、弁理士や出願人だけでな

く、ビジネスアナリスト、研究

者、競合他社の情報専門家も含

む新たに分かった広範なユー

ザ ー 群 の 必 要 性 に 沿 っ た

Register Plus の指標が提供され

ました。 
 
 まず、Register Plus には、機

能を変更せずに特有の場所を

設けました。Online Services ポ
ータルからの Register Plus のリ

ンクは、当分の間そのまま使え

ますが、リンクやブックマーク

を更新することをお勧めしま

す。 
 この移転は早速多くの利点

をもたらしています。 
－ナビゲーションの改善（例え

ば、「戻り」ボタン操作） 
－スマートカードやユーザー

ID／パスワードでログイン

す る こ と な く 、 誰 も が

Register Plus を安全な（https）
検索環境で使用可能 

－検索及び検索結果の保存 
－新たな環境は、文脈依存ヘル

プ、ニュース速報、データベ

ース内容情報及び論説内容

へのリンクの作製が可能 
 
 2009 年には、以下のような新

たな機能も加わります。 
－3 つの言語全ての文献のタイ

トル 
－標準化されたデータフォー

マット 
－DG3 決定への改善されたリ

ンク 
－出願のタイトル検索 
－検索基準の強調 
－CQL 検索言語による新たな

単 一 検 索 ボ ッ ク ス

（esp@cenet の SmartSearch
と同様のもの） 

 
 WebRegMT は、ユーザーのロ

グイン、優先設定及び通知送付

の点から見ると、通常に機能し

続けています。 
 
 Register Plus のチームは、新

たな場所や今後提供される新

たな機能について、ユーザーか

らの意見を求めています。そし

て、いつものように、提案、要

望又は批判を歓迎します。 

 オンライン特許情報製品チ

ーム（opus@epo.org）宛に、メ

ールをお送りください。 

esp@cenet ユーザーへの豆知識 

esp@cenet 

 この新たな定期的コラムで

は、EPO の esp@cenet ヘルプ

デスクチームの専門家が、ユー

ザーから受けた質問に基づい

て有用な豆知識を伝えていま

す。本号では、PCT と US 公報

の番号フォーマット及びフラ

ンスの文献に注目します。 
 
PCT 出願番号の検索 
 esp@cenet での PCT 出願番

号検索では、要求されるフォー

マットが通常と少し違うので、

検索しにくい可能性がありま

す。フォーマットは、WO 国コ

ードの後に、出願年（4 桁）、出

願書類が提出された国の国コ

ード（2 文字）及び 5 桁の連続

数字から構成されます。全体と

して、合計 13 字の固定長文字

列になります（最初のゼロを省

く必要がある場合もありま

す）。 
 
US 公報番号フォーマット 
 公開された US 出願の公報番

号は、US 国番号の後に 11 桁あ

り、例えば US2004/0046892 と

いうように、最初の 4 桁は公開

年を表しています。 
 esp@cenet では、現在のシス

テム制限の 10 桁内にするため

7 月に、 Register Plus は新たなホームページ

www.epo.org/register に移ります。 

 

に、年の後の最初のゼロを取る

必要があります（例えば、

US2004046892）。 
 
フランス登録特許 
 EPO は、フランス特許庁から

登録特許を受理しないので、フ

ランスの「B」文献（又はその

画像）は、esp@cenet の全世界

特許データベースにおいて入

手できません。これらの登録特

許について入手できる唯一の

情報は書誌データであり、

"Bibliographic data"のタブで確

認できます。しかし、フランス

特許庁の esp@cenet 特許イン

ターフェース 
（http://fr.espacenet.com）で、

フランス登録特許を検索する

ことができます。 

＊IB は、国際事務所（International Bureau）（すなわち、WIPO 自体）が

PCT 受理官庁であるので、国際出願番号に現れる。 
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新たな特許情報研修 

教室での研修 
 EPO は、ウィーンでの今年の

研修日程表に 2つのセミナーを

加えました。 
 －IPscore を用いる特許ポー

トフォリオ管理（2009 年 11 月

16~17 日） 
 －第 5 回 EPO 特許情報上級

セミナー（2009 年 11 月 23~26
日）。 
 詳 細 及 び 登 録 情 報 は 、

www.epo.org/topics/ip-events/pa
tent-event-search.html の検索可

能な IP 日程表で確認できます。 
 今年 11 月のビアリッツでの

EPO 特許情報会議に出席する

方で、会議プログラムを添付し

た新たなトピックを多く取り

上げた特別に企画された研修

コースに興味を持たれる方が

いるかもしれません。会議での

研修日は 11 月 2 日と 5 日で、

詳細は、 
www.epo.org/about-us/events/pi
-conference/training.htmlをご覧

ください。 
 
バーチャル教室での研修とラ

イブ速報 
 2009 年の最後の 3 ヶ月で、オ

ンライン特許情報関連イベン

トがあります。毎月のオンライ

ン特許情報ニュース速報の他

に、30 分間の最新情報講座がそ

の月の（8 月と 12 月を除く）最

終木曜日に行われる予定であ

り、新旧の題材に関する多数の

バーチャルセミナーがありま

す。詳細は、表を参照するか、

又は EPO ウェブサイトの検出

可能な日程表をご確認くださ

い （ "Medium" の 欄 の "Online 
training"を選択して、バーチャル

ライブイベントに検索条件を追加

してください）。 

 上記及びその他のイベント

の詳細は、 
www.epo.org/learning をご確認

い た だ く か 、 又 は Roland 

Feinäugle 宛に 
training.vienna@epo.org までご

連絡ください。特許情報研修に

関するお知らせを電子メール

で受け取りたい方は、 
https://secure.epo.org/patents/e
mail/pi-training/index のオンラ

インフォームから登録してく

ださい。 

研修 

 

 

 

研修はどこで確認できるか？ 

 EPO のウェブサイト 

www.epo.org/topics/ip-events/pa

tent-event-search.html のイベン

ト検索機能で確認できます。 

 

 －特許情報関連研修コースの

み（対面式とオンライン式の両

方）を表示するには、"Topics"

のドロップダウンリストで 

"Patent documentation and 

information"を選択してくださ

い。 

 －EPO イベントを限定するに

は、"Event provider"のドロップ

ダ ウン リ ス トで "EPO training 

events"を選択してください。 

 －"virtual classroom"セミナー

だ け を 選 択 す る に は 、

"Medium"のドロップダウンリス

トで"Online training"を選択し

てください。 

法的情報源の概要 2009 年 10 月 20 日 オンライン 

パテントファミリー－非常に簡潔な紹介 2009 年 10 月 21 日 オンライン 

EPO の Global Patent Index 及び EP4weeks－紹介 2009 年 10 月 22 日 オンライン 

ip4inno ワークショップ 2009 年 10 月 26～27 日 ミュンヘン 

毎月のオンライン特許情報ニュース速報（トピックは未定） 2009 年 10 月 29 日 オンライン 

2009 年の EPO 特許情報会議における研修 2009 年 11 月 2 日,5 日 ビアリッツ 

特許情報の必須事項 2009 年 11 月 11 日 オンライン 

特許情報製品の概要 2009 年 11 月 12 日 オンライン 

IPscore による特許ポートフォリオ管理 2009 年 11 月 16～17 日 ウィーン 

第 5 回 EPO 特許情報上級セミナー 2009 年 11 月 23～26 日 ウィーン 

毎月のオンライン特許情報ニュース速報（トピックは未定） 2009 年 11 月 26 日 オンライン 
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現在のアジアは？ 

ご存知でしたか？ 

 

客保護、不正競争、並びに知的

財産保護及び励行のその他の重

要分野に関する判例を検索する

ことができるようになります。 
 
 「中国 IP 法検索」の英語のイン

ターフェースには、以下のサイト

からアクセスできます。 
www.ipr2.org/ipsearch/ 
 
IP India ホームページ上で商標

及び地理的表示を検索可能 
 インド特許庁は、「IP India」ホー

ムページの検索サービス機能を

改良し、出願番号により、インド

国内の商標の出願状況及び地

理的表示を照合できるようになり

ました。 
 
 検索インターフェースには以下

のサイトからアクセスできます。 
www.patentoffice.nic.in/（「出願

状況－商標」又は「GI」をクリック） 
 
PATENTSCOPE がアジアの対象

範囲を強化 
 世界知的所有権機関（WIPO）

の PATENTSCOPE データベース

（ www.wipo.int/pctdb/en/index.js
p）には現在、シンガポールとベト

ナムの特許庁についての国内段

階の情報が収録されています。こ

の情報は、国際出願の「国内段

階」タブをクリックすると表示され

ます。 
 
 PATENTSCOPE に国内段階情

報が収録されている国のリストは

以下のサイトでご覧いただけま

す。 
www.wipo.int/pctdb/en/nat ional
phase.jsp 
 
 さらに、2009 年 7 月 2 日以降に

電子出願され、公開された韓国

PCT 出願の明細書と請求の範囲

は、PATENTSCOPE データベース

において韓国語と英語のキーワ

ードで検索できます。 
 
 WIPO からの発表に、さらに詳し

い情報があります。以下のサイト

をご覧ください。 
www.wipo.int/patentscope/en/ne
ws/pctdb/2009/news_0006.html 
 
 
 

日本国特許庁（JPO）が無効審判

の日程をオンラインで公表 
 日本国特許庁（JPO）は、今年 7
月より、公式の日本語のホームペ

ージで、無効審判の開催予定日

の公表を開始しました。２か月先

の日付まで閲覧することができま

す。以下のサイトをご覧ください。 
www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/t
orikumi/t_torikumi/kousyo.htm
（日本語のみ） 
 
インド特許庁（IP India）が新しい

「Patent Office Procedure 
(POP)」を発表 
 インド特許庁の新しい「Patent 
Office Procedure(POP)」は、2009
年 7 月 1 日から有効になり、「IP 
India」ホームページから PDF で

閲覧できます。この文書には、特

許、意匠及び商標の出願に関す

る手続き上の事柄についての公

式ガイドラインが含まれ、以下の

サイトからダウンロードできます。 
http://ipindia.nic.in/ipr/patent/m
anual.htm（「特許庁手続き」をクリ

ック）。 
 
アジアの他のニュースについて

は、以下のサイトをご覧ください。 
http://eastmeetswest.european-
patent-office.org/news 

 
www.wipo.int/patentscope/en/news/pctdb/2009/news_0006.html 

TIPO の TWPAT データベースに

参考文献も収録 
 台 湾 特 許 庁 （ TIPO ） は 無 料

TWPAT データベースの機能性を

強化しました。2008 年 1 月 1 日以

降に公開された特許及び実用新

案について、参考文献及び引用

文献へのリンクが、中国語検索イ

ンターフェースで閲覧可能です。

さらに、新たな検索項目が追加さ

れ、結果を表示するオプションも

拡張されました。 
 
 TWPAT データベースは、以下

のサイトで利用できます。 
http://twpat.t ipo.gov.tw/t ipotwo
c/t ipotwkm（中国語のインターフ

ェース） 
http://twpat.t ipo.gov.tw/t ipotwo
c/t ipotwekm（英語のインターフ

ェース） 
 
 新しい全ての機能に関する詳

細な説明は、以下のサイトでご確

認いただけます。 
http://twpat.t ipo.gov.tw/t ipotwo
/help/doc/training02.htm （ 中 国

語のみ） 
 
韓国特許庁（KIPO）が自動料金

支払いサービスを導入 
 2009 年 7 月から、韓国特許庁

（KIPO）への出願者は、自動料金

支払いサービスの登録をすること

ができます。このサービスは、あら

ゆる特許関連料金の支払いを容

易にするものです。さらに詳しい

情報は、以下の KIPO のホームペ

ージでご覧いただけます。 
http://kipo.news.go.kr/ （ 韓 国 語

のみ） 
 

IPOS はシンガポール特許制度

の改正を計画中 
 シンガポール特許庁（IPOS）は

現在、特許制度の項目を見直し

ている最中であり、”自己評価制

度”、出願手続き、期限の延長、

権利の回復、更新予告、並びに

医薬第 2 用途クレームなどの項

目を見直しています。 
 
 さらに詳しい情報や協議文書、

コメントフォームは、以下のサイト

でご覧いただけます。 
www.ipos.gov.sg/topNav/leg/Pub
lic+Consultat ions.htm. 
 
台湾が特許権の存続期間延長

条項を改正 
 2009 年 4 月、台湾特許庁

（TIPO）は、特許権の存続期間の

延長に関する「発明特許の実質

的審査のためのガイドライン」の

第 8 章の改正を発表しました。改

正は、以下の通りです。 
－どの特許が存続期間延長を受

けることができるかの規定 
－医薬品及び農薬をどのように

定義するか 
－延長期間中の権利の範囲 
－日付の決定及びその他の基準

についての明確化 
 
 英語でのさらに詳しい情報は、

以下のサイトでご覧いただけま

す。 
www.t ipo.gov.tw/ch/News_News
Content.aspx?NewsID=3738 
 
 TIPO の「発明特許の実質的審

査のガイドライン」の第 8 章にお

ける新たな条項は、以下のサイト

でご覧いただけます。 
www.t ipo.gov.tw/ch/News_News
Content.aspx?NewsID=3657 （ 中

国語のみ） 
 
中国が IP 関連法及び規定の新

たなプラットフォームを開始 
 今年 7 月、無料の二ヶ国語「中

国 IP 法検索」プラットフォームが

始動しました。この検索ツールに

より、ユーザーは、中国における

特許及び商標法、著作権法、顧

アジアの特許情報 
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韓国特許情報 

第 1 部：韓国特許件数を読み解く 

韓国特許情報 

1960 年代、世界で最も貧しい開発途上国の 1 つだった大韓民国*は、頻繁に引用される漢江の奇跡のおかげで、主要

工業国の 1 つとなりました。 

1983 年以前の未審査公開 
 A 又は U 文献（Gonggae：公

開）としての出願の早期公開

は、1983 年 3 月 1 日の特許法改

正まで導入されていませんで

した。 
 
2 つの異なるタイプの B 及び Y
文献 
 1997 年 6 月までは、審査済の

B 及び Y 文献は、付与前に公開

されていました（Gonggo：公

告）。しかし、1997 年 7 月 1 日

から、付与後に文献が公開され

る よ う に な り ま し た

（Deungnok：登録）。これら 2
つの形式の違いは、Gonggo（公

告）文献は、付与された権利の

範囲を必ずしも反映しないと

いうことです。なぜなら、この

システムでは、公開と付与の間

（例えば、異議申立て後）にさ

らに補正を行うことが可能だ

ったからです。 
 
実用新案の実体審査 
 韓国では、実用新案及び特許

のいずれもが実体審査を受け

献公開）及び 2004 年（Gonggae
（公開）文献公開）に 2 桁の IPR
式コードが導入されたことで

さらに改善し、これによって初

めて、文献番号を用いて特許と

実用新案が区別できるように

なりました。 

ます。これは、審査が一時的に

廃止されて U 文献が存在しな

い 1999～2006 年までの期間を

除き、韓国の実用新案も 2 つの

公開段階（U、Y）を含むことを

意味します。 
 
1 つの番号で複数の文献 
 1997 年 8 月まで、特許及び実

用新案の両方について出願、未

審査公開、公開番号に同じ様式

が適用されていました。これは

紛れもなく、番号検索を行うユ

ーザーに混乱をもたらす恐れ

があります。なぜなら、1 つの

番号が、最大 6 件の異なる文献

のいずれにも関連する可能性

があるからです！ 
 
1990 年代末から別様式 
 最近の文献の状況はそれほ

ど 複 雑 で は あ り ま せ ん 。

Deungnok（登録）文献は、1997
年9月から独自の番号様式を有

しているので、Gonggae（公開）

文献とは容易に識別できます。

1999 年（Deungnok（登録）文

 それゆえ、（地理学的に）比

較的小さなこの国が、去年、世

界で第4位の出願数を記録する

特許大国になったことは驚く

までもありません。2007 年 4
月以来、韓国特許文献は、PCT
最小限資料の一部でもありま

した。特許情報ニュースでは、

韓国特許及び実用新案の検索

方法についての実用的ヒント

と共に、様々な書類形式や番号

様式の紹介を始めとする一連

の項目について韓国特許をク

ローズアップしていきます。 
 読者の多くの方はもちろん、

esp@cenet 又は他のデータベ

ースのいずれかで韓国特許及

び実用新案を検索したことが

あり、必要とする結果を必ずし

も簡単に見つけられないとい

うことをご存じでしょう。問題

は主に、1983 年から韓国特許法

に改正が加えられたことによ

って、表１に示すように、公開

の形式及び関連する番号様式

の両方に多くの変更がなされ

たことに起因しています。 
 以下の情報は、韓国の文献を

検索するユーザーにとっては

特に興味深いものでしょう。 
 

表１：韓国特許法への改正による公開の変更 

特許 

実用新案 

審査書類の

公開 
（付与前） 
（B） 

審査書類の

公開 
（付与前） 
（Y） 

未審査公開（A） 

審査書類の

公開 
（付与前） 
（B） 

特許（審査済、付与後）の公開（B） 

未審査公開（U） 

審査書類の

公開 
（付与前） 
（Y） 

実用新案の
公開 
（審査済、
付与後） 
（Y） 

未審査公開（U） 

実用新案の
公開 
（審査済、
付与後） 
（Y） 

登録された
実用新案の
公開 
（Y） 

実体審査 
廃止 

* 注：分かり易くするため、本誌

では、大韓民国（南朝鮮）を示す

のに「韓国（Korea）」を用いるこ
とにします。 
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 KIPRIS の高度検索機能には、

複数の異なる文献番号のフィ

ールドがあります。しかし、「未

審査公開番号（OPN）」と「公

開番号（PN）」と「登録番号

（GN）」を混同してしまう可能

性があるため、適切なフィール

ドを選択するのは必ずしも容

易であるとは限りません。 

 韓国文献の検索を始めるの

に ち ょ う ど い い サ イ ト は

esp@cenet であり、韓国特許の

明細書（韓国特許の要約）の英

語の要約に基づく参考文献を

見ることができます。韓国の文

献が特許ファミリーの 1つであ

れば、同じ発明の英語の明細書

も容易に見つけることができ

ます。しかし、esp@cenet には

現在、韓国の全公報の約半分し

か収録されていません。特に、

2000 年以前の A 文献及び U 公

開の取扱い範囲は非常に限ら

れています。また、今のところ、

2005 年以降の文献については

英語の要約がありません
3
。 

 
 韓国文献をより広範囲に検

索するために、韓国特許庁

（KIPO）に代わって韓国特許情

報院（KIPI）が管理している無

料の KIPRIS（韓国知的財産情報

システム）のデータベースを利

用できます。KIPRIS は、全範囲

の韓国公報へのアクセス（英語

版サーチエンジンを介して）を

提供しています。ユーザーは、

参考文献のデータだけではな

く、韓国語版の全文もダウンロ

ードできます。また、KIPRIS 韓

英自動機械翻訳（K2E-Pat）サ

ービス
4
を利用して、文献のほ

とんどを英語に翻訳すること

も可能です。このサービスのさ

らに詳しい情報は、以下のサイ

トをご覧ください。 
www.epo.org/patents/patent-inf
ormation/east-asian/translation/
K2E-PAT.html 

 下記の我々のウェブサイト

の「バーチャルヘルプデスク」

のページで、韓国特許番号につ

いてさらに詳しい情報をご覧

いただけます。 
www.epo.org/patents/patent-inf
ormation/east-asian/helpdesk.ht
ml. 
 
 あるいは、アジアチームまで

ご連絡ください。 
電話：+43 1 52126 4545 
e-mail：asiainfo@epo.org 

フィールドに自動的にコピー

します。 
 
一般検索で簡単な番号検索 
 もし、検索したい番号がどの

文献タイプ（A、U、B など）を

表すのかはっきりと分からな

い場合、次のようにすることが

できます。「番号検索（Number 
Search）」で、検索する番号を

「番号を入力（Enter number）」
に入力し、「年度を選択（Select 
Year）」のドロップダウンリス

トで選択します。「特許／実用

新案の種類」についてのドロッ

プ ダ ウ ン リ ス ト で 「 全 て

（Entire）」をクリックします。

全書類の一覧が得られ、そこに

該当番号が、出願、未審査公開

又は公開番号のいずれかとし

て出てきます。登録番号（1997
年 7 月より B 書類）は、別の番

号様式を有するため表示され

ません。登録番号は、「特許／

実用新案の種類」のドロップダ

ウンリストから「特許登録」又

は「実用新案登録」を選択して

見つけることができます。 
 
 
 
 
 
 
 

 

esp@cenet 及び KIPRIS での

韓国文献の検索 

 幸運なことに、KIPRIS への入

力の様々な番号様式は、以下の

ようにそろえられています。 
 
－1997 年 7 月 1 日以降の B/Y 文

献（Deungnok）：tt-nnnnnnn
（例：10-0003185, 20-0135778） 

 
－他の全ての文献（Gonggae、

Gonggo）：tt-jjjj-nnnnnnn 
（ 例 ： 20-1997-0061027 、

10-1995-0000545） 
 
 正しい番号様式及び文献タ

イプを見つけ易くするために、

KIPRIS では以下のような実用

的な機能を提供しています。 
 
自動番号生成機能 
 検索フィールドの隣の拡大

鏡アイコンをクリックして、フ

ォーマット生成機能を含む新

しいウィンドウを開いてくだ

さい。この機能が、KIPRIS での

検索に必要となる番号様式を

生成します。「Submit」をクリ

ックして、この番号を関連検索

未審査公開 
（A 及び U 文献） 

審査済み公開及び付与 
（B 及び Y 文献） 

 

 
自動番号生成機能 

1）略語の説明 
tt = IPR のタイプ（10 は特許、20 は
実用新案）；yyyy = 年度；nnnnnnn 
= 7 桁の番号 

2）先頭の 0 は原文書の段階から省
かれていることよくあります。 

3）年度末までに、esp@cenet での

韓国特許の取扱い範囲を大幅に
拡大すること、並びに英語の要約

の対象範囲の不足を補うことが

予定されています。 
4）KIPRIS での他のサービスは全て

無料だが、K2E-Pat については、

翻訳 1 ページ毎に料金がかかりま
す。 
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INPI の e-Administration（ネットワークを介した各種の事務管理）プロジェクトの 

中核における特許情報 

 フランスは、2009 年 11 月 3 日から 5 日に、今年度の EPO 特許情報会議をビアリッツで主催します。

本誌では、フランスの工業所有権庁（INPI）のシステム情報部長である Francois-Regis Hannart 氏に、 

INPI で進行中の e-Administration プロジェクトについて語っていただきました。 

特許情報センター 

 

－ユーザーが出願を提出して、

かつ知的財産に関する権利を

追跡し易くする新たなサービ

ス。このサービスは、特許（出

願の 60％）及び商標（出願の

60％、直接オンライン出願と、

オンラインフォームを用いた出

願からなる）のオンライン出願

を含みます。 
 
－特許、商標、意匠及び実用新

案、並びにその判例に関する

一般に入手可能な情報への無

料インターネットアクセス（7 月

24 日）（PI ニュース 2009 年 2
月号を参照）。これは、特許の

無料 espacenet、並びに商標、

意匠、実用新案、判例及び特

許の法的状況に関するデータ

ベースを含みます。 
 
 このプロジェクトにより、INPI は

わずか 2、3 年で、手続きを主体と

する組織から、サービスを主体と

する組織へと移行を遂げました。 
 
 特許の分野において、INPI は、

欧州特許庁の専門知識、特に、

各国特許庁の共通の要件につい

て設計された 6 つの標準モジュ

ールを含む EPTOS ソフトウェアツ

 INPI は、年間 17,000 件以上の

特許出願を受理し、2 番目に大き

な欧州特許庁であり、PCT 官庁

のリストでは第 5 位に位置しま

す。出願数の着実な増加を伴うこ

の躍進により、INPI は組織を再考

することになりました。 
 
 再考した結果の 1 つは、2005年

の e-Administrat ion プロジェクト

の開始でした。このプロジェクト

は、知的財産に関する権利を受

理し、処理して普及させる INPI 生
産ラインの完全な、ユーザー中

心の大改正を伴いました。 
 
 広範囲に及ぶこのプロジェクト

の狙いは 2 つありました。すなわ

ち、付与手続きの質とスピードを

高めること、そしてユーザーに情

報を入手し易くさせることです。 
 
 このプロジェクトのおかげで、

INPI は現在、ユーザーに下記の

事項を提供することができます。 
 

 
 INPI はまた、2011 年末までに意

匠及び実用新案の電子出願を開

始する予定です。 
 
 この間もずっと、INPI は、ユーザ

ーのニーズを忘れていません。ホ

ームページ www.inpi.fr（1 ヶ月に

25 万件以上のヒットを受ける）から

入手可能なサポート及び情報を

補足することを目的として、INPI
は、オンライン手続きを利用する

出願者のための電話相談サービ

スを開始しました。 

ールボックスを活用することを、

（調査報告でもそうしたように）再

度選択しました。 
 
 EPO の支援を得て、INPI は、こ

れらのモジュールをフランスの国

内手続きの特定のニーズに適応

させて、ツールボックスからの全

てのモジュールを実施した最初

の官庁となりました。 

 
F.R. Hannart, director of systems 
information at INPI 
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World Patent Information 誌 

その他のニュース 

 国際的なピアレビュー誌で

ある「World Patent Information」
の最新号（WPI Vol 31(2), 2009）
が最近、以下の内容で電子版、

印刷版ともに発行されました。 
 
－医療用途を対象にしたマー

カッシュ形式検索 
－グローバル化する特許業界

での PATLIB センターの将来 
－調査が行われない場合は？ 
 第 3 部－最悪中の最悪：複雑

な出願でかつ単一性がない

とき 
－改正された IPC に対する実際

的なアプローチ 
－スペインにおける技術と成

長（1950～1960）：特許に基

づくシュンペータ的革新の

パターン 

－ラテンアメリカにおける技

術情報としての特許 
－欧州の特許情報ユーザー団

体の協働 
 
 編集者の Mike Blackman は、

当雑誌に公開可能な記事の投

稿をいつでも歓迎しておりま

す。ご連絡はこちらまで。 
mblackmanwpi@tiscali.co.uk. 
 内容リストや要約などの当

雑誌に関する詳しい情報はこ

ちらで入手できます。 
www.elsevier.com/locate/worpat
in 

 ロシアの特許及び実用新案

の法的状況は、現在、INPADOC
法的状況データベース及び

esp@cenet 上で入手できます。

対象となる最初の通知は、2009
年 4 月 10 日のロシア特許公報

で発行されたものです。このデ

ータは、その日付にロシアで有

効な旧ソビエト連邦からの特

許及び実用新案を全て含みま

す。 
 
 EPO は、さらなるバックファ

イルデータを取得できるかど

うかについて ROSPATENT と交

渉中です。 

ロシアからの法的状況データ 

 INPADOC 法的状況データベ

ースに報告される状況を理解

するのは、非常に困難な作業と

なるでしょう。なぜなら、50
ヶ国以上の国と、多数の、時に

は数百もの様々な状況が含ま

れているのです。 
 
 ユーザーをサポートする目

的で、EPO は、1990 年代に、

ドイツやイギリス及び EPO の

報告における様々なイベント

の記載を収集しました。 
 
 法的状況データベースに含

まれる国の数の増加、並びに特

許法の発展によって、このコレ

クションを最新の状態に維持

するため必要な処置を取るこ

とが求められています。そこ

で、EPO は、2008 年 8 月、オ

ーストラリアを皮切りに、法的

状況記載に関する作業を再開

しました。これまでに入手可能

なコード記載は、EPO のホーム

ページ
1
でご覧いただけます。

また、このページには、オース

トラリア特許手続きの記載も

含まれています。 
 
 オーストラリアのコレクシ

ョンが完了したら（2009 年 9
月）、ニュージーランドと米国

のコレクションのコードシー

トについて作業が開始されま

す。 

法的状況コード記載計画の進捗 

－オーストラリア 

Innovation Ship 2009 

企業における改革及び IP プロ

セスの最適化 
 「Innovat ion Ship 2009」は、

ドイツの特許情報プロバイダ

ー「Europatent」が主催するイ

ベントであり、企業の重役、特

許弁護士、特許部門の代表者、

並びに中小企業の技術部門の

リーダーを対象としています。 
 
 主催者側によると、本会合の

目的は、最近の金融危機によっ

てもたらされている状況及び

機会についての見解を参加者

に提供することだそうです。 

 Innovat ion Ship は、10 月 12
日と 13 日に、ドイツ、バイエ

ルンの MS Starnberg 双胴船並

びに Schloss Berg で開催されま

す。 
 
 詳しい情報は、以下のサイト

をご覧ください。 
www.innovat ionship.de 

 

ロシアの特許文献 

 

 

1）www.epo.org/patents/ 
patent-information/raw-data/useful-
tables/australia.html 

esp@cenet での「RU2003136148A」の例 
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その他のニュース 

 

重要な電話番号 

 

esp@cenet ヘルプデスク 

Tel.: +43 1 52126 4051  

Fax: +43 1 52126 4533  

e-mail: espacenet@epo.org  

 

電子出版物相談 

Tel.: +43 1 52126 2411  

Fax: +43 1 52126 2492  

e-mail: epal@epo.org 

 

INPADOCヘルプデスク 

Tel.: +43 1 52126 115  

Fax: +43 1 52126 3292  

e-mail: inpadoc@epo.org  

 

アジアの特許情報 

Tel.: +43 1 52126 4545 

Fax: +43 1 52126 4197 

e-mail: asiainfo@epo.org 

 

研修 

Tel.: +43 1 52126 1043  

Fax: +43 1 52126 4533  

e-mail: training.vienna@epo.org 

 

カスタマーサービスセンター 

Tel.: +43 1 52126 4547 

Fax: +43 1 52126 2491 

e-mail: csc@epo.org 

 

定期購読 

Tel.: +43 1 52126 4546 

Fax: +43 1 52126 2492 

e-mail: subs@epo.org 

 

オペレータ通話 

Tel.: +43 1 52126 0 

 

EPOカスタマーサービスは欧州

特許に関するあらゆる問題のお

問い合わせにご利用できます。 

Tel.: +49 89 2399 4636, 
e-mail: info@epo.org 
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ウィーンでの“East meets West” 

FreePatentsOnline は、 
www.localpatents でパテントマ

ップのサービスを開始しまし

た。これは、Google Maps マッ

シュアップを用いて、インター

ネットを使用した、所在地に関

する特許調査を提供するもの

です。三百万件以上の米国特許

及び特許出願が、発明者及び譲

渡人の所在する都市の位置を

それぞれ示しています。 
 
 パテントマップは、ユーザー

が画像を拡大したり、縮小した

りすることができるようにし、

所定の位置における特許数を

示します。 

 今年度の EPO 特許情報会議

は、2009 年 11 月 3 日から 5 日

に、フランス、ビアリッツの Le 
Bellevue Conference Centre で開

催されます。プログラム、研修

コース及び欧州の主要な特許

情報展示に関する詳しい情報

については、以下の会議ホーム

ページをご覧ください。 
www.epo.org/pi-conference 

ビアリッツにおける EPO 特許情報会議 

 

 

www.epo.org 

新しいタイプのパテントマップ 

“East meets West in Vienna”の討

論会は、アジアからの特許情報

専門家と世界中のユーザーが

一堂に会する年一回の EPO 行

事です。次回の公開討論会は、

2010 年 4 月 22日と 23 日に開催

されます。今年初めに開催され

た 2009 年公開討論会について

の詳しい情報については、 
www.epo.org/about-us/events/e
mw2009.html にアクセスする

か、EPO アジア特許情報チーム

（asiainfo@epo.org）にご連絡

ください。 
 

PATIB 2010 会議 

 PATIB2010 会議は、欧州各国

の特許庁及びその特許資料館

の会議であり、2010 年 5 月 31
日から 6 月 2 日に、ドイツのド

レスデンで開催されます。プロ

グラムが発行される予定で、申

し込みは 2010 年 2 月末まで受

け付けています。 


